
〇海上幕僚監部における専決に関する達 

昭和37年５月７日 

海上自衛隊達第36号 

改正 昭和38年７月12日 海上自衛隊達第63号〔第１次改正〕    

昭和39年４月７日 海上自衛隊達第16号〔第２次改正〕    

昭和40年７月31日 海上自衛隊達第62号〔海上幕僚監部衛生部 

の設置等に伴う関係達の整理に関する達５条による改正〕  

昭和40年12月16日 海上自衛隊達第82号〔第３次改正〕    

昭和45年１月14日 海上自衛隊達第４号〔第４次改正〕    

昭和45年７月１日 海上自衛隊達第40号〔予備自衛官制度等の 

発足に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達４条による改 

正〕                          

昭和45年７月25日 海上自衛隊達第58号〔第５次改正〕    

昭和48年２月19日 海上自衛隊達第７号〔船舶及び航空機の配 

属、装備、総表等に関する達附則３項による改正〕     

昭和48年８月８日 海上自衛隊達第40号〔海上自衛隊の使用す 

る船舶が緊急船舶の指定を受ける場合の手続等に関する達附 

則２項による改正〕                   

昭和49年12月26日 海上自衛隊達第47号〔第６次改正〕    

昭和52年３月31日 海上自衛隊達第８号〔第７次改正〕    

昭和55年６月30日 海上自衛隊達第15号〔海上幕僚監部総務部 

法務課の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達１条 

による改正〕                      

昭和56年３月26日 海上自衛隊達第15号〔音響業務支援隊等の 

新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達６条による 

改正〕                         

昭和57年６月30日 海上自衛隊達第23号〔海上幕僚監部防衛部 

装備体系課の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達 

１条による改正〕                    

昭和58年６月15日 海上自衛隊達第24号〔第８次改正〕    

昭和60年12月21日 海上自衛隊達第28号〔防衛庁職員給与法の 

一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理 

に関する達５条による改正〕               

昭和62年３月20日 海上自衛隊達第５号〔第９次改正〕    

昭和62年５月15日 海上自衛隊達第10号〔第10次改正〕    

昭和62年９月29日 海上自衛隊達第23号〔海上幕僚監部防衛部 

施設課の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達 

１条による改正〕                    

昭和63年４月８日 海上自衛隊達第16号〔海上幕僚監部総括副 

監察官の新設及び第51航空隊の改編に伴う関係海上自衛隊達 

等の整理に関する達５条による改正〕           

昭和63年12月14日 海上自衛隊達第67号〔第11次改正〕    

平成元年７月25日 海上自衛隊達第31号〔第12次改正〕    

平成２年６月８日 海上自衛隊達第15号〔海上幕僚監部人事教 

育部援護業務課の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に 

関する達２条による改正〕 

平成４年６月10日 海上自衛隊達第27号〔第13次改正〕    

平成５年６月11日 海上自衛隊達第18号〔任命権に関する訓令 

等の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達２条によ 

る改正〕                        

平成６年３月10日 海上自衛隊達第５号〔海上自衛隊の航空救 

難に関する達等の一部を改正する達２条による改正〕    

平成８年２月１日 海上自衛隊達第３号〔第14次改正〕    

平成９年１月20日 海上自衛隊達第１号〔海上幕僚監部調査部 

の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の 

整理に関する達８条による改正〕             

平成９年11月14日 海上自衛隊達第33号〔第15次改正〕    

平成10年12月２日 海上自衛隊達第30号〔補給本部等の新設等 

に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達16条による改  

正〕                          

平成11年６月16日 海上自衛隊達第16号〔第16次改正〕    

平成12年12月８日 海上自衛隊達第35号〔海上幕僚監部防衛部 

の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達３条によ 

る改正〕                        

平成13年３月30日 海上自衛隊達第27号〔第17次改正〕    

平成14年３月22日 海上自衛隊達第25号〔海上幕僚監部首席法 

務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達 

15条による改正〕                    

平成14年10月31日 海上自衛隊達第45号〔防衛秘密の保護に関 

する訓令の制定に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達４ 



条による改正〕                     

平成15年２月３日 海上自衛隊達第８号〔第18次改正〕    

平成16年11月15日 海上自衛隊達第27号〔海上自衛隊出納官吏 

帳簿及び金庫検査規則の一部を改正する達附則２項による改 

正〕                          

平成18年３月27日 海上自衛隊達９号〔防衛庁設置法等の一部 

を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に 

関する達11条による改正〕 

平成18年３月31日 海上自衛隊達第14号〔防衛庁の職員の給与 

等に関する達の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛 

隊達の整理に関する達第４条による改正〕         

平成18年７月28日 海上自衛隊達第29号〔内部部局等の改編に 

伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達第５条による改正〕 

平成19年１月９日 海上自衛隊達第１号〔防衛省移行に伴う関 

係自衛隊達等の整理に関する達第12条による改正〕    

平成19年３月５日 海上自衛隊達第７号〔一般曹候補生制度の 

実施に伴う関係自衛隊達の整理に関する達第２条による改正〕 

平成19年８月30日 海上自衛隊達第27号〔防衛施設庁の廃止等 

に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達第５条による改 

正〕                          

平成19年10月17日 海上自衛隊達第35号〔第19次改正〕    

平成20年２月29日 海上自衛隊達第４号〔第20次改正〕    

平成21年３月23日 海上自衛隊達第５号〔第21次改正〕    

平成21年３月27日 海上自衛隊達第６号〔一般曹候補学生であ 

る自衛官の任用等に関する訓令を廃止する訓令の施行に伴う 

関係海上自衛隊達の整理に関する達第２条による改正〕   

平成22年11月１日 海上自衛隊達第34号〔第22次改正〕 

平成26年３月26日 海上自衛隊達第10号〔第23次改正〕 

平成26年12月10日 海上自衛隊達第31号〔特定秘密の保護に関 

する訓令の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達 

第１条による改正〕               

平成27年10月１日 海上自衛隊達第34号〔第24次改正〕 

平成28年９月30日 海上自衛隊達第40号〔第25次改正〕 

平成29年３月29日 海上自衛隊達第10号〔第26次改正〕 

平成30年６月28日 海上自衛隊達第30号〔第27次改正〕 

平成31年３月25日 海上自衛隊達第４号〔第28次改正〕 

令和２年３月23日 海上自衛隊達第５号〔第29次改正〕 

令和４年２月28日 海上自衛隊達第３号〔海上自衛隊警務隊の 

 改編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達２条による改 

正〕 

令和４年８月１日 海上自衛隊達第35号〔第30次改正〕 

令和５年３月８日 海上自衛隊達第５号〔第31次改正〕 

 

海上幕僚監部における専決に関する達を次のように定める。 

   海上幕僚監部における専決に関する達 

（趣旨） 

第１条 この達は、海上幕僚監部における専決に関し、必要な事項を定めるものである。 

第２条 この達において「専決」とは、海上幕僚長の委任に基づき、当該事項について常に

代つて決裁することをいう。 

（専決事項） 

第３条 海上幕僚副長並びに海上幕僚監部の部長（以下「部長」という。）、海上幕僚監部

監察官（以下「監察官」という。）、海上幕僚監部首席法務官（以下「首席法務官」とい

う。)、海上幕僚監部首席会計監査官（以下「首席会計監査官」という。）、海上幕僚監

部首席衛生官（以下「首席衛生官」という。）及び海上幕僚監部の課長（課長に準ずる者

を含む。以下「課長」という。）が専決する事項は、別に定めのある場合を除き、別表の

とおりとする。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。 

（専決を行う場合の留意事項） 

第４条 前条の規定により専決を行う場合は、内容に応じ、関係先とあらかじめ所要の調整



を行うものとする。 

２ 専決を行つた後、必要と認める事項については、順序を経て海上幕僚長にその旨を報告

するものとする。 

（専決者不在の場合） 

第５条 専決を行う者が、出張又は休暇により不在の場合は、次の表の左欄に掲げる者の専

決事項について、それぞれ当該右欄に掲げる者が臨時的に代つて決裁（以下「代決」とい 

 う。）するものとする。ただし、重要又は異例に関する事項については、この限りでない。 

海上幕僚副長 
当該事項を所掌する部長、監察官、首席法務官、首席会計監査

官又は首席衛生官 

部 長 
副部長の置かれている部にあつては副部長、副部長の置かれて

いない部にあつては当該部の当該事項を所掌する課長 

監察官 海上幕僚監部総括副監察官（以下「総括副監察官」という。） 

首席法務官 
海上幕僚監部首席法務官付法務室長（以下「法務室長」という

。） 

首席会計監査官 
海上幕僚監部首席会計監査官付会計監査室長（以下「会計監査

室長」という。） 

首席衛生官 
海上幕僚監部首席衛生官付衛生企画室長（以下「衛生企画室長

」という。） 

課 長 当該課の当該事項を所掌する室長又は班長 

２ 前項により代決した者は、事後速やかに当該事項について専決を行う者にその旨を報告

しなければならない。 

   附  則 

１  この達は、昭和37年５月７日から施行する。 

２  海上自衛隊文書処理規則（昭和33年海上自衛隊達第41号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔第１次改正による附則〕 

この達は、昭和38年７月12日から施行する。 

附 則〔第２次改正による附則〕 

この達は、昭和39年４月７日から施行する。 

附 則〔海上幕僚監部衛生部の設置等に伴う関係達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和40年８月１日から施行する。 

附 則〔第３次改正による附則〕 

この達は、昭和40年12月16日から施行する。 

附 則〔第４次改正による附則〕 

この達は、昭和45年１月14日から施行する。 

附 則〔予備自衛官制度等の発足に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 



この達は、昭和45年７月１日から施行する。 

附 則〔第５次改正による附則〕 

この達は、昭和45年７月25日から施行する。 

附 則〔船舶及び航空機の配属、装備、総表等に関する達の附則抄〕 

１ この達は、昭和48年２月20日から施行する。 

附 則〔海上自衛隊の使用する船舶が緊急船舶の指定を受ける場合の手続等に関する

達の附則抄〕 

１ この達は、昭和48年８月８日から施行し、昭和48年７月１日から適用する。 

附 則〔第６次改正による附則〕 

この達は、昭和50年１月１日から施行する。 

附 則〔第７次改正による附則〕 

この達は、昭和52年４月１日から施行する。 

附 則〔海上幕僚監部総務部法務課の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達

の附則〕 

この達は、昭和55年６月30日から施行する。 

附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和56年３月27日から施行する。 

附 則〔海上幕僚監部防衛部装備体系課の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関す

る達の附則〕 

この達は、昭和57年７月10日から施行する。 

附 則〔第８次改正による附則〕 

この達は、昭和58年６月15日から施行する。 

附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の

整理に関する達の附則抄〕 

１ この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員

の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年１月１日から施行する。 

２ この達は（前項ただし書の改正規定を除く。）による改正後の各海上自衛隊達の規定は、

昭和60年７月１日から適用する。 

附 則〔第９次改正による附則〕 

この達は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則〔第10次改正による附則〕 

この達は、昭和62年５月15日から施行する。 

附 則〔海上幕僚監部防衛部施設課の新設等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する

達の附則〕 

この達は、昭和62年10月１日から施行する。 

附 則〔海上幕僚監部総括副監察官の新設及び第51航空隊の改編に伴う関係海上自衛

隊達等の整理に関する達の附則〕 



この達は、昭和63年４月８日から施行する。 

附 則〔第11次改正による附則〕 

この達は、昭和63年12月15日から施行する。 

附 則〔第12次改正による附則〕 

この達は、平成元年７月25日から施行する。 

附 則〔海上幕僚監部人事教育部援護業務課の新設等に伴う関係海上自衛隊達の整理

に関する達の附則〕 

この達は、平成２年６月８日から施行する。 

附 則〔第13次改正による附則〕 

この達は、平成４年６月10日から施行する。 

附 則〔任命権に関する訓令等の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附 

則〕 

この達は、平成５年７月１日から施行する。 

附 則〔海上自衛隊の航空救難に関する達等の一部を改正する達の附則〕 

この達は、平成６年３月10日から施行する。 

附 則〔第14次改正による附則〕 

この達は、平成８年２月１日から施行する。 

附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達

等の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成９年１月20日から施行する。 

附 則〔第15次改正による附則〕 

この達は、平成９年11月14日から施行する。 

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成10年12月８日から施行する。 

附 則〔第16次改正による附則〕 

この達は、平成11年６月16日から施行する。 

附 則〔海上幕僚監部防衛部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附

則〕 

この達は、平成12年12月８日から施行する。 

附 則〔第17次改正による附則〕 

この達は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関す

る達の附則〕 

この達は、平成14年３月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月

25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。 

附 則〔防衛秘密の保護に関する訓令の制定に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する

達の附則〕 



この達は、平成14年11月１日から施行する。 

附 則〔第18次改正による附則〕 

この達は、平成15年２月14日から施行する。 

附 則〔海上自衛隊出納官吏帳簿及び金庫検査規則の一部を改正する達の附則〕 

この達は、平成16年11月16日から施行する。 

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達等の

整理に関する達の附則〕 

この達は、平成18年３月27日から施行する。 

附 則〔防衛庁の職員の給与等に関する達の一部を改正する法律等の施行伴う関係自

衛隊達の整理に関する達第４条による改正達の附則〕 

この達は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則〔内部部局等の改編に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成18年７月31日から施行する。 

附 則〔防衛省移行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成19年１月９日から施行する。 

附 則〔一般曹候補生制度の実施に伴う関係自衛隊達の整理に関する達の一部を改正

する達の附則〕 

この達は、平成１９年４月９日から施行する。 

附 則〔防衛施設庁の廃止等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成19年９月１日から施行する。 

附  則〔第19次改正による附則〕 

この達は、平成19年10月17日から施行する。 

附 則〔第20次改正による附則〕 

この達は、平成20年２月29日から施行する。 

附 則〔第21次改正による附則〕 

この達は、平成21年３月23日から施行する。 

附 則〔一般曹候補学生である自衛官の任用等に関する訓令を廃止する訓令の施行に

伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

 （施行期日） 

１ この達は、平成21年３月27日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条、第２条、第４条及び第５条の規定による改正前の次に掲げる達の規定は、一般

曹候補学生である自衛官の任用等に関する訓令を廃止する訓令（平成21年防衛省訓令第14

号）附則第２条の適用を受ける一般曹候補学生が存する間は、なおその効力を有する。 

 ⑵ 海上幕僚幹部における専決に関する達別表３⑵の表部長専決事項の欄 

附 則〔第22次改正による附則〕 

この達は、平成22年11月１日から施行する。 



附 則〔第23次改正による附則〕 

この達は、平成26年３月26日から施行する。 

附 則〔特定秘密の保護に関する訓令の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関す

る達の附則〕 

この達は、平成26年12月10日から施行する。 

附 則〔第24次改正による附則〕 

この達は、平成27年10月１日から施行する。 

附 則〔第25次改正による附則〕 

この達は、平成28年10月１日から施行する。 

附 則〔第26次改正による附則〕 

この達は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則〔第27次改正による附則〕 

この達は、平成30年７月１日から施行する。 

附 則〔第28次改正による附則〕 

この達は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則〔第29次改正による附則〕 

この達は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則〔海上自衛隊警務隊の改編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の 

附則〕 

 この達は、令和４年３月１日から施行する。 

附 則〔第30次改正による附則〕 

この達は、令和４年８月１日から施行する。 

附 則〔第31次改正による附則〕 

この達は、令和５年３月８日から施行する。 

 

 

 

別表（第３条関係） 

１ 共通事項 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 海上幕僚副長  

 

 専 決 事 項       

 

 

 

部長専決事項 

 

監察官、首席 

法務官、首席 

会計監査官、 

首席衛生官専

決事項 

 

 

課長専決事項 

 

総括副監察官、

法務室長、会

計監査室長、

衛生企画室長専

決事項 

１ 部外者の航

空機搭乗の上

申 

１ 承認された

事項の実施 

２ 防衛大臣に

部長専決事

項に準ずる。 

１ 承認された

事項の実施の

うち軽易なも

課長専決事項

に準ずる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 秘密の物件

の外部への委

託の許可 

３ 契約業者に

おける特定秘

密の取扱い業

務に関する申

請 

 

対する上申、

具申、申請及

び報告並びに

内部部局の局

長に対する申

請、報告及び

依頼を要する

もののうち軽

易なもの 

３ 講習等の実

施又は参加の

要請のうち軽

易なもの 

４ 情報及び参

考資料等の編

さん 

５ 部隊等の業

務管理及び服

務の指導 

６ 関係官庁若

しくは地方自

治体からの依

頼又は法令に

基づく行政実

績に関する回

答のうち軽易

なもの 

７ 部外に対す

る協力又は調

査の依頼のう

ち軽易なもの 

８ 部隊等に対

する協力又は

調査の依頼 

９ 部外からの

依頼に対する

協力のうち軽

の 

２ 訓令、達等

の規定又は決

定事項に基づ

く定例恒常的

業務の実施 

３ 情報及び参

考資料の配布

のうち軽易な

もの 

４ 部隊等の業

務管理及び服

務の指導のう

ち軽易なもの 

５ 部隊等に対

する協力又は

調査の依頼の

うち軽易なも

の 

６ 航空機（航

空自衛隊の定

期航空便を含

む｡）の搭乗

依頼 

７ 課員の年間

飛行の許可 

８ 課員の飛行

記録の作成 

９ 自衛艦隊司

令官等への特

定秘密事項の

通知及び通報 

10 特定秘密の

外部への交付

及び伝達する

場合の承認の

通知 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

易なもの 

10 達及び通達

の一部改正の

うち軽易なも

の又は上位令

達の改廃によ

り効力が失わ

れ廃止するこ

とが適当なも

の 

11 規定された

慶弔電報等の

打電 

12 特定秘密に

係る文書、図

画及び物件の

作成等の承認 

13 特定秘密の

外部への交付

及び伝達する

場合の申請 

14 秘密の外部

への交付及び

伝達する場合

の申請 

15 特定秘密に

係る文書、図

画及び物件の

返却及び破棄

協議に対する

承認 

11 契約業者に

おける特定秘

密の取扱い業

務に関する承

認の通知 

２ 総務部所掌業務 

⑴ 総務課所掌業務 

 

 

 

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

部外における行事の

実施協力 

１ 行事の実施細目 

２ 業務計画制度の運用 

１ 部隊及び艦船等の見学便

乗等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ３ 業務報告の登録の決定 

４ 防衛省庁舎前における栄

誉礼その他の礼式の実施 

５ 部隊等におけると列の実

施の承認 

６ 海上自衛隊史の査閲 

７ 文書の定型化の承認 

８ 行政考査対象事項に関す

る要望 

９ 広報実施に関する部外に

対する協力 

10 海上自衛隊以外の者（外

国人を含む。 ）の部隊等の

視察見学 

11 広報映画作成・テレビ・

出版物・放送等に対する協

力 

12 記者クラブ等に対する報

道（特殊なものを除く。） 

13 東京警務分遣隊が実施する

保安業務に関すること。 

２ 退職幹部自衛官等に対す

る海上自衛隊部隊等入門証

の交付 

３ 艦船出入港に伴う東京都

港湾局に対する手続 

４ 音楽隊の派遣 

５ 警務手帳の交付 

 

⑵ 経理課所掌業務 

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

 １  予算決算及び会計令（昭

和２２年勅令第１６５号。

以下「予決令」という。 ）

第１７条の規定中予算の流

用に関する上申 

２ 自衛隊予算の執行手続に

関する訓令（昭和３２年防

衛庁訓令第２９号）の規定

に基づき予算総括者が作成

する書類等の提出 

３ 歳入及び歳出決算報告書

並びに国の債務に関する計

算書の提出 

１ 官職指定以外の出納員の

任命 

２ 出納官吏等の官職指定及

び任命に伴う日本銀行への

通知 

３ 会計職員の官職指定に伴

う部隊等に対する通知 

４ 歳入予算の見積り 

５ 支出計算書及び歳入徴収

額計算書の提出 

６ ＦＭＳの返納金の請求依

頼 

 



４ 歳出予算の繰越手続に関

する書類等の提出 

５ 官職指定以外の出納官吏

及び契約担当官の任命 

６ 特定分任歳入徴収官等の

指定の申請及び廃止の報告 

７ 分任歳入徴収官等の設置

及び廃止の報告 

８ 前金払及び概算払の財務

大臣に対する協議の上申（

予決令第５７条ただし書及

び第５８条ただし書） 

９ 随意契約等の財務大臣に

対する協議の上申（予決令

第１０２条の４） 

10 契約書を省略できる場合

の財務大臣に対する協議の

上申（予決令第１００条の

２第２項） 

11 自衛隊法（昭和２９年法

律第１６５号）第１００条

の２の規定に基づき防衛大

臣が受託した教育の授業料

の額に関する財務大臣に対

する協議の上申（自衛隊法

施行令（昭和２９年政令第

１７９号）第１２６条の５

） 

12 海上自衛隊予算の執行手

続に関する達（昭和３８年

海上自衛隊達第６６号）に

基づく年間予算執行基準の

決定 

３ 人事教育部所掌業務 

⑴ 人事計画課所掌業務 

 海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 １ 隊員の要員区分比等の指

示 

２ 一般幹部候補生、歯科・

薬剤科幹部候補生、公募幹

部・海曹及び航空学生の採

用予定者の決定 

３ 採用・昇任・学生等選抜

及び海技試験問題の作成 

４ 技術貸費学生採用予定者

の選考結果の通知 

５ 海技試験の合否の決定並

びに海技資格付与及び更新

の上申 

６ 海技審査委員会委員の任

命等の上申 

７ 予備自衛官（幹部）の特

技の指定及び取消し 

８ 学生等の応募課程及び応

募資格等の決定 

９ 佐及び尉の階級を指定す

る予備自衛官の採用、継続

任用、階級の指定、昇任昇

進、任官、退職及び免職の

承認に関する申請 

10 予備自衛官補（技能）の

採用、退職及び免職に関す

る申請 

11 予備自衛官永年勤続者の

防衛大臣表彰に係る報告及

び通知 

12 事務官等の再任用計画数

に関する通知 

１ 予備自衛官手帳の発行 

２ 志願案内書の作成 

３ 防衛省職員採用試験対象

官職への採用予定者の通知 

 

⑵ 補任課所掌業務 

 

 

 

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

 １ ２佐及び３佐の自衛官の

補職、入所、退職、派遣、

１ ２佐以下の自衛官の兼補

及び解兼補、臨時勤務、臨



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休職、復職、育児休業並び

に育児休業の延長及び復帰

（海上幕僚長に対して報告

する必要があると人事教育

部長が認める事項を除く。

） 

２ 自衛官の昇給の決定及び

俸給の切替え 

３ 航空学生の採用・命免及

び補職 

４ 佐官の昇任、補職、退職

、兼補及び解兼補、臨時勤

務、臨時乗組、入校、入所

、休職及び復職、他省庁出

向等に係る防衛大臣に対す

る意見聴又は意見具申並び

に育児休業、育児休業の延

長及び復帰に係る進達 

５ 海上自衛隊幹部学校指揮

幕僚課程及び幹部専攻科課

程学生選抜第２次試験受験

者の指名並びに学生予定者

の決定 

６ ３等海尉への昇任試験の

合格者通知 

７ 幹部候補者たる自衛官の

２等海尉又は３等海尉への

昇任及び飛行幹部候補生た

る海曹の海曹長、１等海曹

又は２等海曹への昇任 

８ 操縦士の民間活用対象者

の選考 

９ 共同の部隊等における自

衛官の補職に関する関係幕

僚長との協議 

10 海上幕僚長及び海上幕僚

副長が実施する自衛官の昇

時乗組、入校並びに休職の

延長 

２ １尉以下の自衛官の補職

、入所、退職、派遣、休職

及び復職並びに育児休業、

育児休業の延長及び復帰に

係る進達 

３ 幹部候補者たる自衛官の

退職、休職、入校及び幹部

勤務の命令 

４ 外国旅行命令に関する発

令事項 

５ 人事発令の通知及び発信 

６ 尉官及び幹部候補者たる

自衛官の昇任に関する通知 

７ 海上自衛隊幹部学校指揮

幕僚課程及び幹部専攻科課

程学生選抜第２次試験受験

者並びに学生予定者の通知 

８ ２級以下の事務官等の採

用内定者の決定 

９ 死亡叙勲に係る承認 

10 認識番号の付与及び割当

て 

11 身分証明書の発行及び交

付 

12 精勤章の授与 

13 営舎外居住の許可 

14 准尉以下の特技保有者の

認定及び取消し、職域特技

の指定、接尾語の付与及び

取消し 

15 人事記録の請求及び移管 

16 経歴証明書の発行及び交

付 

17 分任倫理管理官（人事教

育部長）に係る許可、承認



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給上申事務手続 

11 幹部自衛官の昇任選考に

関する事務手続 

12 ３等海尉以下の階級への

昇任資格者名簿登載基準に

関する通達 

13 准海尉、海曹長、１等海

曹、２等海曹及び３等海曹

への昇任定数指示 

14 ４級、５級及び６級（任

命権に関する訓令（昭和３

６年防衛庁訓令第４号）別

表に掲げる行政職俸給表（

一）の４級、５級及び６級

並びにこれらに対応する各

俸給表の職務の級をいう。

以下４級より下位の級につ

いても、この例による。以

下同じ。 ）の事務官等の任

免（分限又は懲戒処分によ

る免職及び降任を除く。 ）

、入所、入校、休職、休職

の延長及び復職に係る防衛

大臣に対する意見具申並び

に育児休業、育児休業の延

長及び復帰に関する進達 

15 ３級以下の事務官等の任

免（分限又は懲戒処分によ

る免職及び降任を除く。）

、入所、入校、休職、休職

の延長及び復職の決定並び

に育児休業、育児休業の延

長及び復帰に関する進達 

16 ４級、５級及び６級の事

務官等の優良昇給に係る防

衛大臣に対する意見具申及

び標準昇給の決定 

及び相談票の処理 

18 初任給調整手当の支給調

書の通知 

19 障害者の任免状況の報告 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 ３級以下の事務官等の昇

給 

18 ２級以下の事務官等の採

用者の決定 

19 任命権者が海上幕僚長で

ある隊員の兼業、兼職の承

認 

20 早期退職募集の実施に係

る事務手続 

21 幹部自衛官及び３級以上

の事務官等以外の職員の懲

戒等（免職及び降任を除く

。 ）の決定 

22 警務官（幹部自衛官を除

く。 ）及び警務官補の指定 

23 酒類の使用の許可 

24 航空従事者技能証明及び

計器飛行証明の上申 

25  計器飛行証明試験官の指

定 

26 航空従事者技能証明及び

計器飛行証明の取消し該当

事項の報告及び取消し等の

通知 

27 航空従事者技能証明書及

び計器飛行証明書の再交付 

28 復職時等における号俸の

調整 

29 医師又は歯科医師である

幹部自衛官に対する給与の

特例に関すること。 

30 自衛官の俸給の訂正（３

佐以上のうち防衛大臣の承

認を要するものを除く。 ） 

31  叙位及び叙勲（死亡叙勲

を除く。）に関すること｡ 

32 防衛記念章着用資格者の



認定及び通知 

33 外国勲章等の着用資格者

の通知 

34 人事評価系統の改正 

35 倫理管理官（海上幕僚長

）に係る許可、承認及び相

談票の処理並びに各種報告

書（贈 与、株取引及び所得

）の提出 

36 自衛官の勤務時間及び休

暇に関する訓令（昭和３７

年防衛庁訓令第６５号）第

４条第３項の規定による日

課変更の承認 

⑶ 厚生課所掌業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

 １ 公務災害補償通知書及び

公務災害非該当通知書（特

定疾病を除く。） 

２ 通勤災害補償通知書及び

通勤災害非該当通知書 

３ 特定疾病の認定に関する

協議 

４ 特異な事情による災害（

特定疾病を除く。）の承認 

５ 傷病等級又は障害等級の

決定に関する協議 

６ 平均給与額の決定に関す

る申請 

７ 年金たる補償及び年金た

る特別給付金の申請 

８ 補償支給決定通知書及び

福祉事業承認通知書（年金

たる補償及び年金たる特別

給付金を除く。） 

９ 補償非該当通知書及び福

１ 公務員宿舎の維持管理に

関すること。 

２ 恩給、年金等の請求に関

する進達 

３ 児童手当に関する事務処

理 

４ 国家公務員財産形成貯蓄

に関する事務処理 

５ 防衛省共済組合本部長か

らの依頼に対する協力のう

ち軽易なもの 

６ 特定疾病の認定に関する

承認 

７ 公務災害補償通知書及び

公務災害非該当通知書（特

定疾病） 

８ 公務上の災害又は通勤に

よる災害の治癒認定通知書 

９ 傷病等級又は障害等級の

決定に関する承認 



祉事業不承認通知書 

10 災害補償の実施状況に関

する報告 

11 災害補償に係る通知等 

12 公務員宿舎の設置計画の

決定及び変更 

10 平均給与額の決定に関す

る回答 

11 補償支給決定通知書及び

福祉事業承認通知書（年金

たる補償及び年金たる特別

給付金） 

12 年金額改定通知書 

13 年金たる補償及び年金た

る特別給付金の終了に関す

る通知 

14 年金証書の再発行に関す

る通知 

15 医療情報の提供に関する

依頼 

16 災害補償に係る報告（災

害補償の実施状況に関する

報告を除く。） 

17 災害補償に係る支払に関

する手続 

18 補償の移管に関する手続 

19 レクリエーションに関す

る事務処理 

20 生涯生活設計に関する事務処

理 

21 給与、退職手当及び若年定年

退職者給付金に関する調査並び

に報告 

⑷ 援護業務課所掌業務 

 

 

 

 

 

 

  

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

 防衛大臣に対する職業訓練

等に係る年度ごとの実施計画

及び実績に関する報告 

 

１ １佐以下及び定年により

退職の日に特別昇任した将

補の自衛官の退職（予定）

者の就職に係る推薦状及び

採用者に対する礼状の発簡 

２ 職業訓練基準枠の指示 

⑸ 教育課所掌業務 



海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

 １ 教育訓練における部外へ

の依頼 

２ 委託教育の手続 

３ 留学等の報告 

４ 自衛隊体育学校の教育内

容の協議 

５ 教育訓練用器材（教育課

の所掌に属するものに限る

。７において同じ。 ）の制

式及び規格の制定並びにこ

れらの改正 

６ 教育訓練用器材の研究改

善に関すること。 

７ 第２種教範及び第３種教

範（いずれも教範審査委員

会で審査されるものを除く

。 ）の作成・配布、改正及

び廃止 

８ 全自衛隊陸上競技会への

参加 

９ 課目標準の制定及び一部

変更 

１ 教育訓練用器材（教育課

の所掌に属するものに限る｡

）の調達要求に係る承認図

の審査 

２ 恒常的な報告文書 

３ 航空管制員の技能証明書

の返納及び再交付並びに記

載事項の変更 

４ 各種教育実施計画の内部

部局担当課等への通知 

５ 訓練資料の作成・配布、

改正及び廃止に関する承認 

４ 防衛部所掌業務 

⑴ 防衛課所掌業務 

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

部隊又は機関を使用

して行う重要な防衛及

び警備の方法の実施計

画 

 

１ 部隊又は機関を使用して

行う重要な防衛及び警備の

方法の実施に関する細部事

項 

２ 支援船の配属等の期日の

決定及び関係部隊等への通

知 

３ 航空機の装備等の期日の

決定及び関係部隊等への通

知 

 



４ 支援船の種別及び記号の

決定並びに建造番号、番号

及び名称の付与に関する防

衛大臣への報告 

５ 海上自衛隊年度業務計画

細部計画の修正事項の部隊

等の長への通達（修正事項

の承認を除く。） 

⑵ 装備体系課所掌業務 

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

 １ 装備の基準に関するもの

のうち軽易なもの 

２ 艦船及び航空機の要求性

能の概案に関する研究 

３ 支援船の要求性能の上申 

４ 戦闘指揮システムのソフ

トウェア管理の手続に関す

ること。 

５ 航空機の機種選定作業に

関する防衛政策局長への通

知及び協議 

６ 装備品等のプロジェクト

管理に関する訓令(平成２７

年防衛省訓令第３６号)第９

条に規定された代替案分析

等に関する防衛装備庁長官

への依頼 

７ 装備品等の研究開発に関

する訓令(平成２７年防衛省

訓令第３７号)に基づく装備

品等の研究開発に関する防

衛大臣への報告及び防衛装

備庁長官への通知 

８ 装備品等の研究改善に関

する計画の決定及び実施(装

備計画部の所掌に属するも

資料交換に関する取極に基

づく資料等の報告 

 



のを除く。) 

⑶ 運用支援課所掌業務 

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

１ 掃海海域の細部決

定 

２ 通常業務のための

艦船の運用 

３ 通常業務のための

航空機の運用 

 

１ 艦船の安全に関する細部

事項 

２ 艦船の運用に関する細部

事項 

３ 航空関係の安全に関する

細部事項（航空交通管制区

における訓練支援及び操縦

者等の訓練のための恒常的

な申請を除く。） 

４ 航空機の運用に関する細

部事項（航空便の設定手続

及び航空機の一時使用に関

する手続を除く。 ） 

５ 各種親善・共同訓練に関

する細部事項 

６ 米原子力潜水艦による訓

練支援に関する事項 

７ 演習に関する細部事項 

８ 演習等における統裁官指

示 

９ 陸上自衛隊及び航空自衛

隊との協同訓練の細部事項 

10 交通便の設定のうち軽易

なもの 

11 緊急船舶の指定 

12 予備自衛官の招集訓練に

関する実施要領の検討及び

部隊等との調整 

１実弾射撃、航空機による物

件の投下等の告示の申請及

びこれらの関係官庁への通

知 

２ 掃海作業実施に関する告

示の申請 

３ 部内者の航空機搭乗の許

可 

４ 航空交通量等の報告 

５ 部外者の航空機搭乗の承

認 

６ 航空便の設定手続及び航

空機の一時使用に関する手

続 

７ 航空交通管制区における

訓練支援及び操縦者等の訓

練のための恒常的な申請 

８ 航空機の場外離着陸に関

する申請（固定翼航空機に

限る。）及び承認（回転翼

航空機に限る。） 

９ 海外派遣部隊に関する火

薬庫の用途変更 

10 海外派遣任務に関する外

国出張計画及び部隊派遣計

画 

11 海外派遣部隊に関する出

入国のための便宜供与依頼

に関する事項 

12 海外派遣に関する帰国の

ための進達に係る承認に関

する事項 

⑷ 施設課所掌業務 



海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

１ 施設計画の決定 

２ 施設の研究改善に

関する方針の決定（

技術研究開発計画に

関する事項を除く。 

） 

３ 国有財産（艦船・

武器課及び航空機課

の所掌に属するもの

を除く。 ）の管理及

び処分に関する基本

方針の決定 

 

１ 施設計画に基づく施設の

取得及び建設計画の決定に

関すること（これに必要な

協議、申請及び通達を含む

。） 

２ 施設計画に基づく施設の

維持及び修理計画の決定 

３ 施設計画に基づく施設器

材、港用品及び防げんいか

だの整備計画の決定 

４ 施設の研究改善に関する

計画の決定及びその実施 

５ 施設器材、港用品及び防

げんいかだの研究改善（技

術研究開発計画に関する事

項を除く。 ） 

６ 施設器材、港用品及び防

げんいかだの制式及び規格

の制定 

１ 建設計画の実施並びに施

設の取得及び建設計画に関

する軽微な変更（これに必

要な協議、申請及び通達を

含む。） 

２ 施設の維持及び修理計画

の実施 

３ 施設器材、港用品及び防

げんいかだの整備計画の実

施 

４ 国有財産（艦船・武器課

及び航空機課の所掌に属す

るものを除く。 ）に関する

申請及び承認並びに報告及

び通知を要するもの 

５ 報道機関等に対する飛行

場使用の許可 

５ 指揮通信情報部所掌業務 

⑴ 指揮通信課所掌業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

 １ ソフトウェア管理（装備

体系課の所掌に属するもの

を除く。 ）の手続に関する

こと。 

２ 暗号機器の移動等の承認 

３ 暗号機器の指定及び解除 

４ 暗号書表の指定及び解除 

５ 暗号書表の一部改正 

６ 暗号機能の承認（業務計

画上のものに限る。 ） 

７ 周波数等の指定申請 

８ 法定局等の開設等の上申 

９ 電波使用状況の調査結果

１ 暗号書表の定期更新 

２ 信号符字の付与、取消し

及び報告 

３ 呼出符号等の鉛筆記入 

４ 通信系等・電波要表に定

める事項のうち、周波数等

の変更並びに識別符号の付

与、取消し又は変更 

５ 移動局等の検査官の任免

及び主任検査官の指定及び

解除 

６ 無線検査結果の報告 

７ 無線資格の付与に関する



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

の報告 

10 特別な任務に従事する部

隊が使用する暗号の運用 

11 海上自衛隊以外の機関か

ら受領する図書等に関する

こと（細部については、別

に定める。 ）。 

12 情報システムの運用承認

に関すること。 

13 中長期電波使用見積りの

作成等に関する事項 

14 中期電波使用計画の作成

等に関する報告 

15 移動局等の開設及び承認

後の変更申請 

事項 

８ 無線資格試験問題の申請 

９ 承認書の返納に関する事

項 

10 法廷局等の開設等のうち

、廃止届に関する事項 

⑵ 情報課所掌業務 

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

 １ 情報源の決定 

２ 情報要求 

３ 情報見積り 

４ 重要な情報の配布 

５ 特別防衛秘密区分に関す

る指定、変更及び解除の申

請 

６ 特別防衛秘密に属する文

書、図書及び物件の複製等

の申請 

７ 特別防衛秘密の外部への

伝達（送達）の許可の申請 

８ 特別防衛秘密の回収及び

破棄（緊急破棄を除く。 ）

の承認 

９ 情報本部に係る業務運営

に関する事項 

10 特別防衛秘密の外部への

貸出しの許可の申請 

１ 情報の配布（重要なもの

を除く。 ） 

２ 特別防衛秘密区分に関す

る指定、登録、変更及び解

除の通知 

３ 立入禁止掲示実施報告 

４ 特別防衛秘密の外部への

伝達（送達）の許可の通知 

５ 特別防衛秘密の定期検査

及び保管状況の報告 

６ 秘密事項定期検査の結果

の通知 

７ 秘密関係者の確認に関す

ること。 

８ 秘密関係職員の指定に関

すること。 

９ 立入禁止部隊等への立入

許可 

10 中央指揮所への立入許可



11 特別防衛秘密の外部への

委託の申請 

12 特防衛秘密の保護に関す

る訓令（平成１９年防衛省

訓令第３８号）第３０条第

２項及び第３９条第２項に

規定する防衛大臣の許可を

要さない特別防衛秘密の伝

達（送達）及び貸出しの許

可 

13 適性評価の実施における

防衛大臣への候補者名簿の

申請 

14 適性評価の実施における

防衛政策局長に対する公務

所又は公私の団体への照会

依頼 

15 適性評価の実施における

防衛大臣への調査の結果等

についての報告の依頼 

16 適性評価実施担当者の指

名に関すること。 

17 適性評価実施担当者証の

発行に関すること。 

18 部外者からの不自然な働

き掛けへの対応及び外国政

府機関関係者等との接触に

ついての報告 

及び立入者の通知 

11 特定秘密の定期検査の結

果の通報 

12 保全教育の実施状況の通

知 

13 特別防衛秘密に属する文

書、図書及び物件の複製等

の承認 

14 特別防衛秘密の外部への

貸出しの許可の通知 

15 特別防衛秘密の外部への

委託の承認 

16 特別防衛秘密に属する文

書又は図画の保存期間延長

に関する指示 

17 他機関へ異動した事務官

等の適格性、適性評価及び

特別防衛秘密取扱資格の実

施状況に関する異動通知 

18 適格性の付与等に関する

こと。 

19 適格性の取消しに関する

こと。 

20 特別防衛秘密取扱資格の

付与等に関すること。 

21 特別防衛秘密取扱資格の

取消しに関すること。 

６ 装備計画部所掌業務 

⑴ 装備計画部の各課所掌業務 

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

１ 装備品等及び装備

品等に関する役務の

調達計画の決定並び

に装備実施上重要な

ものに関する計画外

１ 装備品等及び装備品等に

関する役務の調達計画の実

施並びに計画外の調達の実

施（装備実施上重要なもの

を除く。 ） 

１ 装備品等の調達要求に係

る承認用図面及び見本等の

審査（装備計画部の各課の

所掌に属するものに限る。

） 



の調達の実施 

２ 装備品等の整備計

画の決定 

 

２ 装備品等及び装備品等に

関する役務の仕様書の制定 

３ 物品管理法令に基づく管

理事務 

４ 装備品等の整備計画の実

施及び細目の決定 

５ 装備品等の調達要求に係

る官給品の官給計画の決定 

６ 装備品等の調達に係る技

術変更提案の承認 

７ 装備品等の製造、改造維

持及び修理に関する監督検

査及び試験 

８ 装備品の装備替え 

９ 装備品等の調達要求に係

る検査実施要領の制定 

10 装備品等の実用試験、性

能試験及び性能改善試験の

実施 

11 装備品等の研究改善に関

する計画の決定及び実施 

12 装備品等の制式、規格の

制定及び改正 

13 航空機等の機種選定作業

に関する防衛政策局長との

協議 

14 実用試験及び自隊研究用

機材並びに技術調査に関す

る役務の仕様書の制定 

２ 海上自衛隊物品管理補給

規則（昭和５６年海上自衛

隊達第４２号）に定める海

幕統制品目の海上自衛隊内

の管理換の指示 

３ 装備品等の調達要求に係

る官給品の官給計画の実施 

４ 装備品等の調達要求に係

る検査実施要領の制定のう

ち軽易なもの 

５ 装備品等及び役務の調達

計画の実施における武器修

理費、通信維持費、諸器材

等維持費及び艦船修理費に

よる調達実施の変更のうち

軽易なもの 

６ 海上装備品等の技術審査

に関する協議、依頼及び回

答 

７ 実用試験及び自隊研究用

器材並びに技術審査に関す

る役務の監督・検査に関わ

る防衛装備庁との協議及び

依頼に関する回答 

⑵ 装備需品課所掌業務 

 海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 燃料予量告達量の

決定 

２ 艦船需品管制額の

決定 

３ 物品役務相互提供

の実施（装備実施上

重要なものに限る。

） 

１ 供（貸）与品の返還の処

理（艦艇及び航空機を除く

。 ） 

２ 有償援助物品（防衛装備

庁の調達実施に係るものを

除く。 ）の受領報告 

３ 物品役務相互提供の実施

（装備実施上重要なものを

除く。） 

１ 分任物品管理官から提出

される定期報告書類等の処

理 

２ 職務発明に関する認定及

び権利継承等の手続き 

３ 防衛省規格の原案の作成

、改正及び廃止についての

防衛装備庁長官への協議及

び依頼に対する回答 

４ 国有特許権等に係る発明

等の部内実施状況の通知 

５ 技術貸費学生の業務に関

する処理 

６ 給食定額の設定及び運用

（年度給食基本方針を除く

。） 

７ 給食業務の処理 

⑶ 艦船・武器課所掌業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

１ 国有財産（艦船に

限る。 ）の管理及び

処分に関する基本方

針の決定 

２ 艦船の能力試験の

実施 

 

１ 装備品等の基本設計の細

目の決定 

２ 公試適用表の決定 

３ 国有財産（艦船に限る。 

）に関する報告、申請、承

認及び通知を要するものの

うち軽易なもの 

４ 艦船に関する証書の発行

の上申 

５ 艦船の要目の取扱いに関

する達（昭和３６年海上自

衛隊達第６１号）第８条に

よる要目の報告（通報） 

６ 供（貸）与品（艦艇）の

返還の処理 

７ 艦船造修整備規則（平成

１４年海上自衛隊達第５４

 



 

 

 

 

 

 

 

  

号）別冊「艦船造修整備基

準」第２章第９節２９５０

０に基づく改造計画のうち

一般改造計画の決定 

８ ぎ装員長の具申に係るぎ

装要望 

９ 自衛艦使用実績報告の処

理 

10 老齢船舶調査結果の報告 

11 自衛艦工作基準の協議及

び上申 

12 船舶検査規則（昭和３３

年防衛庁訓令第５３号）に

よる必要な事項の上申 

13 海上自衛隊の使用する船

舶の就役条件審議に関する

達（昭和３３年海上自衛隊

達第１６号）第２条の規定

に基づき設置する委員会の

委員長及び海上幕僚監部の

職員である委員の指定 

14 海上自衛隊の使用する船

舶の検査の基準に関する達

（昭和４３年海上自衛隊達

第８０号）別冊「艦船検査

実施基準」に定める検査対

象及び検査項目の一部を省

略、追加又は検査区分の適

用を変更する場合の当該検

査基準の制定 

⑷ 航空機課所掌業務 

 

 

 

 

 

海上幕僚副長専決事項 部長専決事項 課長専決事項 

国有財産（航空機に 

限る。 ）の管理及び処

分に関する基本方針の

決定 

１ 国有財産（航空機に限る

。）に関する報告、申請、

承認及び通知を要するもの

のうち軽易なもの 

１ 航空機用装備品等の初回

試験、再試験等に関する申

請書等の承認 

２ 航空機用装備品等の技術



 

 

 

 

 

  

 

 

２  国有財産（航空機に限る

。）台帳登録手続 

３ 供（貸）与品（航空機）

の返還の処理 

４ 航空機用機器等の国産化

の決定 

確認・承認試験に関する申

請書等の承認 

 

７ 監察官所掌業務 

 

 

 

 

 

 

 

  

海上幕僚副長専決事項 監察官専決事項 総括副監察官専決事項 

 １ 艦船に掲示する安全守則

の内容の変更 

２ 艦船事故、航空事故及び

一般事故に係る事故調査委

員会専門委員の指名 

３ 事故調査報告書の提出期

限延長の承認 

 

８ 首席法務官所掌業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

海上幕僚副長専決事項 首席法務官専決事項 法務室長専決事項 

 １ 法令の制定、改正又は廃

止に伴う関係達の整理に関

する達（実質的な改変を伴

わず形式的な調整を行うも

のに限る。）の制定 

２ 自衛隊の訓練等に必要な

制限水域の設定及びこれに

伴う損失補償に関する訓令

（平成１９年防衛省訓令第

６３号）第７条第３項の規

定に基づく地方協力局長か

ら海上幕僚長に対する制限

水域設定変更実施計画書に

ついての協議に対する処理 

３ 訴訟又は海難審判に関す

る事務手続 

４ 防衛大臣又は海上幕僚長

が認定する賠償事務手続 

５ 法令審査委員会の常務委

賠償事務手続（防衛大臣又

は海上幕僚長が認定するもの

を除く。 ） 

 



員の命免 

９ 首席会計監査官所掌業務 

海上幕僚副長専決事項 首席会計監査官専決事項 会計監査室長専決事項 

 １ 海上自衛隊出納官吏帳簿

及び金庫検査規則（昭和３

６年海上自衛隊達第４８号

）第４条第２項の規定に基

づく検査員の任命 

２ 海上自衛隊出納官吏帳簿

及び金庫検査規則第７条第

２項に基づく検査立会人の

任命 

３ 会計実地検査の際提出す

る調書 

１ 会計実地検査の実施通知 

２ 海上自衛隊会計監査規則

（昭和３６年海上自衛隊達

第４７号）第７条第３項の

規定に基づく会計実地監査

の実施通知 

10 首席衛生官所掌業務 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海上幕僚副長専決事項 首席衛生官専決事項 衛生企画室長専決事項 

 １ 病院及び医務室その他保

健衛生施設の管理運用 

２ 医療の実施計画 

３ 保健衛生、医療及び薬事

に関する調査研究並びに技

術指導 

４ 健康診断及び身体検査の

実施 

５ 委託診療の実施 

６ 部隊等における診療業務

を部外の医師又は歯科医師

に委託することについての

承認 

７ 海上幕僚長の管轄区分に

係る療養実施機関の療養事

務（公務災害を除く。 ） 

８ 衛生貸費学生の指導 

９ 衛生資材の制式及び規格

の制定並びにこれらの改正 

10 衛生資材の研究改善に関

 



 

 

 

 

 

 

する計画の決定及び実施 

11 衛生資材の仕様書の制定 

12 衛生資材の調達要求に係

る 承認用図面及び見本等の

審査 

13 衛生に関する研修、通修

の実施 

14 保険外給付の材料等によ

る歯冠修復及び欠損補綴に

おける診療行為等点数の申

請手続等に関すること。 

 


